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目標１ 青少年による薬物乱用の根絶及び乱用を拒絶する規範意識の向上

■ 薬物乱用防止に資する教育・予防啓発の一層の充実・強化を図る。

◆ 学校教育等の充実

・ 薬物乱用防止教室の実施率の高い都道府県における効果的な取組事例を収集

し、各都道府県等の教育委員会等へ情報を提供するなど、薬物乱用防止教室の

実施率の向上に努める （文部科学省、警察庁）。

・ 薬物乱用防止に関する効果的な指導を行うために参考となる教師用の指導教

材を新たに作成・配布し、指導方法の充実を図る （文部科学省）。

・ 全国の大学等における先進的、効果的な取組事例を収集し、大学等へ情報を

、 。提供するなど 大学生等に対する薬物乱用防止に係る啓発・指導の充実を図る

（文部科学省、警察庁）

◆ 予防啓発の強化

・ 新入社員研修、成人式、その他若者が集まる多様な場において、薬物乱用防

止に関する啓発・指導が実施されるよう努めるとともに、啓発・指導用の教材

・資料や講師に関する情報提供等の支援を行う （警察庁、厚生労働省、内閣。

府）

・ インターネットカフェ等のパソコン待受画面における注意喚起、薬物乱用防

止キャラバンカーの活用、運転免許試験場等における啓発活動等、様々な形態

・媒体を通じた啓発を進める （厚生労働省、警察庁、内閣府）。

・ 官民一体となったイベント等を通じて、青少年への広がりが懸念される大麻

等の違法薬物を中心とした薬物乱用防止に対する国民の理解と協力の確保に努

める （内閣府、警察庁、厚生労働省）。

・ 青少年の薬物乱用者に対する立ち直り支援や薬物乱用防止教室の開催等に顕

著な功労のあった団体等について、積極的な賞揚を行う （内閣府）。

・ 薬物乱用対策推進会議のホームページの拡充を図り、薬物乱用防止に係る啓
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発・指導で活用できる資料・データ、国内外の再乱用防止に関する取組等を積

極的に配信する （内閣府）。

・ これまでの広報啓発活動がどのように効果的であったか等を調査・検証し、

今後の広報啓発活動の充実に努める （厚生労働省）。

・ 薬物乱用防止に関する広報啓発活動の充実・強化のため、関係府省庁が横断

的に検討する場を設定し、無駄の排除とともに、適切な役割分担の下、効果的

かつ効率的な実施に努める （厚生労働省、警察庁、文部科学省、内閣府）。

目標２ 薬物依存・中毒者の治療・社会復帰の支援及び家族への支援の充実強化に

よる再乱用防止の推進

■ 再乱用防止対策の取組及び薬物依存からの離脱に係る対策を強化する。

◆ 取組体制の強化

・ 未決拘禁の段階からの再乱用防止対策について関係府省庁が横断的に検討す

る場を設定して、その対策の推進に努める （厚生労働省、法務省、警察庁、。

内閣府）

・ 地域において情報・意見交換を行っている「薬物中毒対策連絡会議」を活用

して、薬物依存・中毒者の治療、社会復帰支援に携わる関係機関（医療機関、

取締機関、行政機関等）の連携を深める （厚生労働省、法務省、警察庁）。

・ 地域全体の再乱用防止に関する意識と知識を向上させるため、薬物依存症・

中毒者に対する理解を深めること等を目的に開催している「再乱用防止対策講

習会」の充実を図る （厚生労働省）。

◆ 制度等の検討

・ 薬物依存者の再犯防止を図るため、薬物事犯の刑期の一部を保護観察付執行

猶予とすることにより、刑事施設における処遇に引き続き、これと連携した処

遇を相応の期間社会内において実施する「刑の一部の執行猶予制度」の導入に

努める （法務省）。
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・ 薬物依存離脱指導について、その指導結果を始めとする刑事施設と更生保護

官署において共有すべき情報内容等の拡充を検討するなど、情報共有の在り方

を見直す （法務省）。

◆ 処遇・支援等の充実

・ 薬物事犯で検挙された者に対して、再乱用防止につながる対策を強化するこ

ととし、そのための民間団体の活動支援や関係機関間の連携に努める （厚生。

労働省）

・ 薬物事犯容疑の未決拘禁者に対して、その法的地位を踏まえつつ、貸与する

書籍等の中に薬物乱用防止に関する資料等を含める等、再乱用防止に関する効

果的な援助の在り方について検討する （法務省）。

・ 薬物依存離脱指導を指定された受刑者のうちＡ指標受刑者（犯罪傾向が進ん

でいない者）について、原則全員に対し薬物依存離脱指導を実施し、それ以外

の者についても、同指導の実施率を向上させることとし、そのための体制の充

実強化に努める （法務省）。

・ 仮釈放されるＡ指標受刑者のうち刑事施設において薬物依存離脱指導を受け

ることができなかった者について、保護観察所における再乱用防止に関する指

導を充実強化する （法務省）。

・ 保護観察所において、薬物事犯者の引受人を対象とした引受人会を積極的に

開催し、家族等を含めた支援の充実を図る （法務省）。

・ 公共職業安定所等の関係機関と連携し、薬物事犯者も含めた刑務所出所者等

に対する就労支援を積極的に行う （法務省、厚生労働省）。

◆ 離脱対策の推進

・ 地域における薬物等依存症対策を推進するため、都道府県、政令指定都市及

び中核市を対象として実施している「地域依存症対策推進モデル事業」を積極

的に進める （厚生労働省）。

・ 「薬物依存者回復プログラム」の開発・普及に努めるとともに、その成果に

ついて地方自治体を始めとする関係機関との共有化を図る （厚生労働省）。
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・ 薬物依存症患者等に対する支援を医学的知識等に基づき効果的に行うことが

できるよう、民間リハビリ施設等の職員に対する依存症回復施設職員研修を実

施する （厚生労働省）。

・ 現在根本的な治療法がない薬物依存症の治療法・メカニズムの研究を積極的

に進める （厚生労働省）。

◆ 啓発・情報提供の推進

・ 関係府省庁が連携し、薬物事犯者及びその家族等を対象とした薬物依存の理

解を深める資料・教材の配布、薬物乱用対策推進会議のホームページの拡充等

により、再乱用防止に関する取組を積極的に行う （厚生労働省、警察庁、法。

務省、内閣府）

目標３ 薬物密売組織の壊滅及び末端乱用者に対する取締りの徹底

■ 薬物事犯の取締りの徹底を図り、関係機関相互の連携の強化に努める。

◆ 取締り・流通対策の徹底

・ サイバーパトロールの強化により、インターネットを利用した薬物事犯の取

締り、違法情報の削除要請等を徹底するとともに、特に大麻種子の購入者・販

売者に対して 不正栽培罪・同罪の幇助等の適用による検挙の徹底を図る 警、 。（

察庁）

・ 地方公共団体、地域住民、事業者等による防犯ネットワークとの連携、防犯

カメラの設置拡充等の犯罪抑止対策を推進する中で、街頭における薬物密売事

犯の抑止及び取締りを図る （警察庁）。

・ 外国人薬物密売組織のグローバル化を念頭に置いて、来日外国人の集住地区

等の実態把握を強化するとともに、関係機関間の合同取締りを推進する （警。

察庁、厚生労働省、法務省）

・ 正規に流通している向精神薬等が不正に薬物乱用者の手に渡ることがないよ

う 医療機関等への指導監督・取締りを徹底し 不正流通対策を推進する 厚、 、 。（
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生労働省、警察庁）

・ 覚せい剤や麻薬・向精神薬の原料等が不正に輸出入されることがないよう、

また、不正に薬物事犯者の手に渡ることがないよう、取扱事業者等への指導監

、 。（ 、督・取締りを強化するとともに 密造事犯の取締りを徹底する 厚生労働省

警察庁、財務省）

◆ 取締機関・関係機関の連携強化

・ 広域化する薬物密売事犯の取締りを強化するため、各取締機関内部及び関係

機関相互の連携を更に強化するとともに、地区単位での情報交換会議である地

区麻薬取締協議会等を活用して、薬物犯罪対策・捜査手法等に関する情報共有

を進める （警察庁、厚生労働省、法務省、財務省、海上保安庁）。

・ 営利密輸入事犯等の裁判員裁判を念頭に、薬物事犯の社会に与える悪影響に

対する裁判員の理解が得られるよう 分かりやすい立証の方法に配意する 法、 。（

務省、警察庁、厚生労働省、財務省、海上保安庁）

目標４ 薬物密輸阻止に向けた水際対策の徹底、国際的な連携・協力の推進

■ 国際的な連携・協力の強化を図るとともに、水際対策を徹底する。

◆ 国際連携・協力の強化

・ 薬物等の仕出地又は中継地となっている国との新たな二国間税関相互支援協

定の締結等、税関当局間の国際協力の枠組み構築に努めるとともに、既存の協

力関係を強化する （財務省、外務省）。

・ 国連国際麻薬統制委員会（ＩＮＣＢ）等の国際機関との連携を強化し、麻薬

原料の貿易管理をより一層厳格に実施する （経済産業省、厚生労働省、外務。

省）

・ 依存性が否定できない麻薬３条約未規制物質の流通情報、分析方法、有害性

等に関する国際的な情報共有システムを推進する （厚生労働省、外務省）。
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、 、・ 開発途上国を対象とした海外の税関職員 海上保安機関職員等の受入研修や

我が国税関職員を始めとする薬物取締りに携わる職員の海外派遣を推進するな

ど、海外の関係機関等との連携・協力を強化する （財務省、海上保安庁、警。

察庁、厚生労働省）

◆ 水際対策の徹底

・ 関係機関相互の連携を更に強化し、情報の共有・集約に努め、合同・共同捜

査を積極的に推進するとともに、最近の密輸の地方分散化を踏まえ、地方空港

・地方港における不正薬物等の水際取締体制を強化する （財務省、海上保安。

庁、警察庁、厚生労働省）

・ 情報データベース、監視カメラなど資機材の拡充・高度化や速力等の高い巡

、 、視船艇・航空機の整備等を進め 情報収集・分析能力の強化を図ることにより

空港・港湾等における薬物密輸事犯の効果的な監視・取締りを強化する （財。

務省、海上保安庁、警察庁、厚生労働省）

・ 国内及び海外で日本人が運び屋としてリクルートされる例があることに鑑

み、国内（空港を含む ）において、諸外国、特にアジア諸国の薬物事犯に対。

する法規制や科刑状況等に関する広報・警告を行う （警察庁、財務省、外務。

省）

・ 薬物の成分分析による密造地域の特定（シグニチャー・アナリシス）等を積

極的に活用し、原料物質の仕出国、中継国等の解明を図るとともに、乱用薬物

の傾向等の分析に関する技術を高める （警察庁、厚生労働省、財務省、海上。

保安庁）
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